
令和５年度

令和５年７月２４日（月）午後６時３０分～
庄内町文化創造館響ホール

庄内町部活動改革説明会

（２）説 明

庄内町における休日の部活動の段階的な地域移行に向けた取り組みについて

庄内町教育委員会社会教育課
主査兼社会教育係長 齋藤克弥



Ⅰ 部活動改革とは
中学生の部活動を取り巻く環境は、
近年の少子化や教員の恒常的な時間外勤務から、
将来的に部活動の持続可能な運営が困難になると言われている。

改革推進期間
令和５年度～令和７年度

将来にわたり
継続して活動に

取り組むことができる
体制整備

子どもたちが
多様な活動を

体験できる機会を提供



・部員が少なくて大会に出場できない!
・やりたい種目や文化部が、学校の部・クラブにない!
・顧問から専門的指導が受けられない。 etc…

現状

目的
①生徒にとって望ましい
スポーツ・文化芸術環境の構築
②教員の働き方改革の推進

～まずは休日から～



部活動（A活動）・支援クラブ（Ｂ活動）
登録者状況
令和5年度 立川中学校

・今年の新人戦で
チームが組めない

・活動の選択肢が少ない
文化部もない



部活動（A活動）・支援クラブ（Ｂ活動）
登録者状況
令和5年度 余目中学校

・今年の新人戦で
チームが組めない部も

・部員数が減少傾向



・土日部活動の練習、大会引率、保護者と
の夜の面談、平日部活動後の18時以降の教
材研究と事務作業を行っている。

「教員の働き方改革」をめぐる状況

・教師を志す若者が減少
土日も練習や試合の引率での休日出勤
平日も含めた残業が多い

その他、土日の活動の際は、活動前には鍵開けや準備など、活動後も片付けなどでそれぞれ30分～1
時間活動をしているほか、大会などでも大会運営や審判など、子供達以外の部分で、顧問が様々な活
動をしている状況。

過労死ラインの80時間以上の残業（Ｒ5.4月）
･･･町内中学校 8名

最⾧ 105時間

・山形県の教員志望者推移（小中高全体）
平成25年度 7.2倍
平成30年度 3.9倍
令和4年度 2.4倍

小学校においては1.4倍（前年度比76名減）

教師の労働環境改善、働き方改革の面でも
部活動の改革が必要教員の減 多様な種類の部活動の

提供ができない



Ⅱ 庄内町の取り組み

すべての部活動や支援クラブが段階Ⅰ
（休日は全て顧問がつかないで活動する）

を目指します。

①スケジュール

令和７年度末まで段階的に、



確認:庄内町の活動区分



学校教育活動
顧問がついて指導 顧問がつかず、地域クラブ指導者が指導

　　　　　　　　　　民間スポーツクラブ　など

　　　　　    総合型スポーツクラブ（コメっちわくわくクラブ）

                   スポーツ少年団、響ホール事業推進協議会

〈段階Ⅲ〉

〈段階Ⅱ〉

〈段階Ⅰ〉



②地域クラブ活動とは

休日の活動の運営主体（町主導による“受け皿”）

一般社団法人
庄内町総合型スポーツクラブ

コメっちわくわくクラブ

運動部

響ホール
事業推進協議会

文化部

【C-1活動】【C-1活動】

学校と連携しながら
地域の組織や団体が主体（受け皿）となり、
地域クラブ指導者が指導を行う活動。

◎その他の地域クラブ活動
スポーツ少年団（C-1活動）・民間クラブ（C-2活動）・支援クラブ活動（B活動） など

令和6年度に一部移行 令和７年度末までに移行



コメっちわくわくクラブ
https://wakucome.com/

庄内町内体育施設（一部を除く）の指定管理者
地域総合型スポーツクラブの運営団体

響ホール事業推進協議会

庄内町文化創造館「響ホール」の指定管理者

https://www.hibikihall.jp/



部・クラブを学校ではなく
地域クラブ（コメっちわくわくクラブ・響ホール事業推進協議会）が”受け皿”となるイメージ

余目中・立川中
両校生徒が
共に

活動できる
環境に

地域クラブ活動



＊庄内町では、平日の地域移行（平日の夜の活動）についても、
休日といっしょに令和7年度までに実施します。

＊平日の放課後の活動は、これまでどおり
顧問が指導にあたる部活動（Ａ活動）となります。

＊地域クラブ活動に移行しても、生徒は、
・学校教育活動としての“部活動のみ”か
・“地域クラブ活動のみ”か
・“部活動と地域クラブ活動両方に加入”
・“いずれにも参加しない”
を選択することになります。

◎平日放課後の部活動（Ａ
活動）と、休日や平日夜の
地域クラブ活動（Ｃ活動）
のいずれにも加入した場合、
生徒は大会出場の際に選択
する必要があります。



地域クラブ活動のメリット

・部活動や支援クラブ活動と異なり、
異なる中学校の生徒が同じ地域クラブ活動に
自由に加入を申込むことができます。
（町外の生徒も加入できる場合もあります。）

・部員不足によりチームが組めないために
大会出場ができない、
やりたい種目が自分の学校にない、
といった課題の解消につながります。
（生徒の活動の選択肢の増加）



必要な手続き（運動部について）

・コメっちへの移行についての手続きは、
移行を希望する部活動・支援クラブ活動の保護者会⾧や
地域クラブ指導者と直接連絡調整を図り、
令和6年度からスタートできるよう進めていきます。

（4月からか、または総体後か、具体的には未定）

・令和6年度にコメっちへ移行しない
部活動・支援クラブ活動についても、
改革推進期間中（令和7年度末）までには
移行を目指します。



練習の進め方

・コメっちでは、令和7年度から地域クラブとして
中体連登録を目指し、令和6年度は試行期間として、
休日や平日夜の活動の１年として考えています。

※コメっちでは“練習活動”のみ、大会出場はAまたはＢ活動で
※R6からのコメっちへの移行についての意向調査実施（７月末まで）

・活動場所や曜日は、
各クラブの要望をコメっちが集約し、
教育委員会で調整します。



大会出場
・山形県中学校体育連盟では、「地域クラブ活動に関する参加資
格」について細かく規定。（全競技共通事項、競技別細則）。
それら条件をクリアして県中体連に登録される必要があります。

・個人種目とは異なり、団体競技の多くは地区大会からの出場が
認められず、県大会からの出場になります。
また、地域クラブ同士の県大会へ出場する１チームを決める
決定戦があります。

・コメっちでは、
令和7年度から地域クラブとして中体連登録を目指し、
令和6年度は試行期間として、休日や平日夜の活動の１年
として考えています。



合同チーム（合同部活動）は、原則として
人数が足りない部活動（または学校が認可した支援クラブ）同士で
編成できることが中体連で認められています。（足りている部活動
と足りていない部活動の合同も、特例として認められている場合あ
り。）その場合は、総体や新人戦は地区大会から出場できます。

※合同チームが認められる種目（令和5年度 7月時点）
野球・サッカー・ソフトボール・バスケットボール・バレーボール・ハンドボール



想定される役割
会員募集、会費及び参加料等
の集金、指導者謝金支払、保
険加入 他

コメっち
わくわくクラブ

保護者会

平日及び休日の部活動以外の
活動（対外試合、合宿等含
む）、活動計画書・活動報告
書の提出などの事務運営 他

地域クラブ活動（コメっち）、コメっちに加入した
地域クラブ指導者と保護者会、学校、教育委員会に
より、定期的な情報共有の場を設けます。



費用負担

・年会費、保険料、月謝など、原則として地域クラブ活動に
加入する会員（生徒の保護者）の「受益者負担」となります。

・大会出場に関わる費用（参加費、旅費など）が
自己負担になる可能性があります。



項目 課題の内容

国・県の支援 ・継続支援の要望（特に指導者謝金など）

周知 ・町広報、ＨＰ、ＳＮＳ活用
・中学校生徒への周知と質問意見アンケート

コメっちわくわくクラブ
運動部

・各役割（受け皿・地域クラブ指導者・保護者・町・学校）
・「受益者負担」原則による年会費・月謝額検討（将来的な地域クラブからの指導謝金や保険料支払いも踏まえ）
・地域クラブ指導者委嘱・保険加入の担当（町から受け皿への移管時期）
・部活動及び支援クラブ備品の取り扱い（社会体育施設、学校施設、各部活動・支援クラブ、同保護者会、個人備
品）
・中体連登録条件の項目に合致しているか確認（R7登録に向け）

響ホール事業推進協議会
文化部

・休日や平日夜の活動が無い文化部における、地域移行の必要性
・施設面の問題（中学校を使用する場合の施錠等）【吹奏楽部】
・指導者の指導方法（指導者により目指す音楽の方向性が異なる等）【吹奏楽部】

部・クラブ ・地域クラブ指導者や保護者に向けた部活動改革研修の機会提供

地域クラブ指導者 ・地域クラブ指導者の確保（町スポーツ協会との連携強化）
・事務担当の地域クラブ指導者委嘱
・指導謝金額の精査（国や県の財政支援、近隣市町村の動向みながら）
・資格取得

生徒の移動手段 ・町営バスやスクールバスの活用検討、地域クラブ活動の生徒にも対応した運行可否確認や条例改正
・授業時間と町営バス運行時間の調整
・各活動の場所（余目地域・立川地域）
・保護者送迎（乗り合い、保険補償内容確認）
・自転車通学以外の生徒の、学校から活動場所（八幡スポーツ公園、響ホール、笠山グラウンド等）への移動方法

その他 ・施設使用料減免に向けた条例見直し（社会体育・社会教育施設、学校教育施設）
・コーディネーター設置

③庄内町の部活動改革の諸課題



Ⅲ 課題解決にむけて

庄内町部活動改革検討協議会 の設置

町スポーツ協会や町スポ少本部、学校、
運動部及び文化部の指導者代表・保護者代表、
コメっちわくわくクラブ、響ホール事業推進協議会、
町で、目的達成に向け検討や情報交換を
行っていきます。



・部活動改革説明会の開催
関係者の課題や意見、要望を吸い上げ、課題解決を図る。

・部活動・クラブ活動の主役「中学生」に対して、
＊部活動改革の説明・周知（部活動改革とは?）
＊アンケートの実施

部活動改革や地域移行についての認知度把握
生徒たちが望むこと、疑問に思うこと



※資料中の写真はすべて無料イメージ素材です。説明内容とは一切関係ありません。


